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１．研究の背景と目的 

近年、大分県別府市の鉄輪・明礬温泉地区では、世界

的にも希有な「湯けむり景観」を「重要文化的景観」と

して選定し、後世に残すべき景観として、一体的に保護

しようと取り組みが進められている 1）。文化財保護法では

「重要文化的景観」の指定には、1）文化的景観の保存に

関する計画を定めること、2）景観法、その他の法律に基

づく条例で保存のために必要な規制を定めることが必要

となっている。別府市は、2008 年 3 月に「別府市景観条

例」を制定しているが、この地区では、現況の規制のみ

では将来的に新築または増築する際、自由な「形態、意

匠等」で建設することが可能である。そのため、文化的

景観としてのこの地区特有の景観が失われる可能性があ

る。そこで本研究では、各景観構成要素の特性を考慮す

ることで文化的景観の特性を今後も継承することが可能

になると考え研究を進め、景観形成ガイドライン策定の

ための手順を提案することを目的とする。 

２．研究の方法 

対象地区の景観特性と関する規制誘導の内容を把握す

る。そして「建物高さ、屋根形状、色彩・素材」につい

ての調査を実施し、文化的景観の特性との比較検討を行

う。その結果、地区の目指すべき景観の方針を整理する。 

また、本稿（その１）では対象地区の現況把握を行う。 

３．対象地区について 

別府八湯注 1）の一つである明礬温泉地区は別府市街地の

北西部に位置している。1281 年の大戦後、湯治場として

栄え、明礬や湯の花注 2）が採取されてきた地区である。

1885 年、明礬製造から湯の花製造へと産業が変遷すると、

現在の明礬温泉地区の特徴的である湯の花小屋注 3）を含む

景観が生まれた。原風景形成期注 4）と現在の旅館棟数を比

較すると、現在は半分以下となっており、駐車場や空地

が増加している 2）。 

４．対象地区の現況把握 

４－１調査方法 

対象地区における本調査の対象建築物は全 80 件であっ

た（図 1）。ただし対象建築物の「屋根形状」については、

棟数で集計し、全 177 棟とした。屋根形状に関しては現

地にて目視で調査を行い、集計した。建築物の色彩や素

材についてはマンセル値が記された「2011 年 F 版塗料用

標準色」3）等を用いて目視による現地調査を行った。 

４－２対象地区における既存の規制誘導 

対象地区は、商業地域または第 1 種住居地域、第 3 種風

致地区、第 4 種風致地区に指定されている。さらに九州

自動車道の沿道には「大分県沿道の景観保全に関する条

例」注 5）により沿道景観保全地区に指定されている（図 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－３対象地区における景観上の課題 

対象地区において指定されている風致地区は、都市計画

関係法令のなかでも規制項目は多い（表 1）。また用途制

限は設けられているが、商業地域であるためこの地区に

はこれまでなかった「用途」の建築物が建設される可能

性がある。しかし、地区計画を設けることで建築物の

「用途」を制限することが可能となり、地区の目指すべ

き将来像を示すことができる。また、この地区は傾斜地

に位置しているため、建築物の階高が１層分高くなるだ

けでも傾斜下から眺めた場合の景観に大きな影響を及ぼ

図１ 既存の規制・建築物の最高高さ 
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す。文化的景観の特性を考慮すると高さや屋根形状につ

いて検討することも必要となる。以上のことから、対象

地区で重要な検討項目だと考えられる「建築物の最高高

さ」、「屋根形状」、「色彩・素材」の 3 項目について調査

し、項目ごとの課題を整理する。 

４－４建築物の最高高さ 

建築確認申請における情報と追加調査より、図 1 のよ

うな結果が得られた。この地区の建築物の約 96%（77 件

／80 件）が、高さ 3m〜9m（1 階〜3 階建て）であること

がわかる。現状の規制誘導である第 3 種風致地区では高

さ 12m 以下、第 4 種風致地区では高さ 15m 以下であれば

建設することが可能である。そのため、現在 4%未満（3

件／80 件）である高さ 9m〜15m（3 階〜5 階建て）の建築

物が、将来建設される可能性がある。さらに、原風景形

成期には、木造 3 階建をこえる建築物等は、確認できな

かったこと等の文化的景観の特性も考慮すると、高さ 3m

～9m を維持するには、風致地区の規制では不十分である。 

 

４－５建築物の形態・意匠 

原風景形成期注 5）の屋根形状は「寄棟」が主流であった

ことが既往研究 4-5）にて整理されている。現在の屋根形状

の傾向は「切妻」が 66.67%、次いで「片流れ」が 14.12%

を占めている（表 2）。また、「寄棟」が 10.73%まで減少

していることがわかる。さらに、「切妻」の占める割合が

高くなっている用途は、「旅館」（22.03%）と「住宅」

（26.55%）であることもわかる（表 2）。つまり、この地

区を構成する主要な建築物の形態が時代の流れとともに

変化し、主に「旅館」、「住宅」の変化により景観上の印

象も変化しているといえる。 

建築物の色彩・素材を分類し、用途の傾向を把握した。

共同温泉は、壁面は暖色（Y、R、YR）系による鎧張り、

切妻瓦屋根は無彩色で瓦屋根に統一されている。また、

私営温泉、旅館、小売商店については、壁面素材にモル

タル、漆喰を使用しているものが多い等、建物用途によ

って異なる傾向を確認できた。そのため、共同温泉以外

の建築物において、対象地区特有の文化的景観の特性が

失われ、維持することが困難になる可能性がある。 

５．総括 

本稿（その１）では、明礬温泉地区において、文化的

景観の特性について整理し、対象地区の景観の現況把握

を行った。そして，地域の目指す景観の将来像として基

本方針の作成を行う上で、「重要文化的景観」として保護

するために必要な規制誘導に関する検討項目を明らかに

することができた。また、調査により建築物の「高さ」、

「形態意匠」についての特徴も明らかとなった。 

今後、地域景観を改善・維持していく際に行政の活動

のみでなく、地域団体の活動が重要になってくると考え

られる。対象地区が目指すべき将来像に向けて、取り組

むべき計画的課題を明らかにした。 

 

 

【補注】 
注1） 別府八湯「別府市内の 8 つの代表的な温泉地の総称」浜脇・別府・亀川・

鉄輪・観海寺・堀田・柴石・明礬温泉 
注2） 湯の花「湯の花小屋と呼ばれる瓦葺小屋を建て，小屋の中に青粘土を敷き

詰め粘土から析出し結晶化したもの」 
注3） 湯の花小屋「湯の花を精製するための小屋。内部の温度を一定に保ち雨漏

れせず，蒸気の水分を藁屋根が水滴とならず，屋外へ放出する。」 
注4） 原風景形成期「文献による歴史調査や住民へのヒアリングによって，重要

文化的景観の特徴が築かれた期間を「原風景形成期間」として抽出してい
る。明礬温泉地区の湯けむり原風景形成期間は 1885（明治 18）～1936（昭
和 11）と定める」 

注5） 大分県沿道の景観保全に関する条例「大分県条例第 13号」 
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◎：届出義務あり、拘束力あり○：届出義務あり、拘束力なし△：届出義務なし、規制あり―：規制なし 

棟数 割合(%) 棟数 割合(%) 棟数 割合(%) 棟数 割合(%) 棟数 割合(%) 棟数 割合(%) 棟数 割合(%)

私営温泉 8 4.52 2 1.13 1 0.56 0 0.00 0 0.00 3 1.69 14 7.91

共同温泉 3 1.69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1.69

旅館 39 22.03 7 3.95 0 0.00 0 0.00 1 0.56 12 6.78 59 33.33

小売商店 10 5.65 1 0.56 1 0.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 6.78

住宅 47 26.55 9 5.08 6 3.39 1 0.56 1 0.56 6 3.39 70 39.55

その他 11 6.21 0 0.00 2 1.13 0 0.00 2 0.00 4 2.26 19 10.73

合計 118 66.67 19 10.73 10 5.65 1 0.56 4 2.26 25 14.12 177 100.00

片流れ

小計

陸

屋根形状

切妻 寄棟 入母屋 宝形

5R 3 2

10YR 2 1

4.9 5YR 3 1 N 2.5 －

5.89 2.5Y 3 1 N 2.5 －

5.57 5R 3 1 10YR 2 1

5.48 2.5Y 7 4 10YR 4 4

4.3 5B 7 2 N 2 －

10R 3 3 10YR 3 0.5

N 9 － N 5 －

3.6 7.5R 2 4 N 5 －

7.87 N 9 － N 5 －

2F(6) N 9 － N 5 －

2F(6-7) 5Y 8 4 5R 3 1

2F(6) 10YR 7.5 1 N 5 －

2.5Y 7 4

2.5Y 8 4

4

3

3.6

10R 2 2

5Y 9 1

N 5 －

5Y 7 2

N 8.5 －

5.68 2.5Y 7 4 N 5.5 －

14.9 N 9.5 － 2.5Y 3 1

6 N 9.5 － 2.5Y 3 1

3.23

7.5

3.23

8.02

6.95 N 9 － N 6 －

意匠

4.6

5YR 3 1 7.5R 4 8

N 5 －9

7 N 5.5 －

110YR 4 2 10YR 4

N 5 －3.9

13.43

2F(6-7)

－

13.8

10YR 4 2 N 6

2.5 －N

表１ 既存の規制・建築物の最高高さ 

表 2 屋根形状の棟数・割合 

表 3 色彩・素材の調査結果 
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